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栃 木 県 規 則 第 十 六 号

栃 木 県 行 政 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 十 二 月 六 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 行 政 組 織 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 行 政 組 織 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 課 、 室 、 班 及 び 担 当 ） （ 課 、 室 、 班 及 び 担 当 ）

第 九 条 栃 木 県 部 設 置 条 例 に 定 め る 各 部 の 下 に 、 次 第 九 条 栃 木 県 部 設 置 条 例 に 定 め る 各 部 の 下 に 、 次

の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 課 及 び 室 を 置 き 、 課 及 び 室 の の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 課 及 び 室 を 置 き 、 課 及 び 室 の

下 に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 班 及 び 担 当 を 置 下 に そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 班 及 び 担 当 を 置

く 。 く 。

一 ～ 六 略 一 ～ 六 略

七 農 政 部 七 農 政 部

課 ・ 室 名 班 ・ 担 当 名 課 ・ 室 名 班 ・ 担 当 名

略 略

企 画 経 営 担 当 、 生 産 流 通 企 画 経 営 担 当 、 生 産 流 通

畜 産 振 興 課 担 当 、 環 境 飼 料 担 当 、 家 畜 産 振 興 課 担 当 、 環 境 飼 料 担 当 、 家

畜 防 疫 班 畜 衛 生 担 当

略 略

八 略 八 略

２ 略 ２ 略

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）
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